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東京都排出量取引セミナー2022

東京都の排出量取引制度に関する
アンケート（2022年度）
主な調査結果について

東京都環境局
２０２２年１２月
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○調査名
東京都の排出量取引制度に関するアンケート（2022年度）

○調査目的
東京都の「大規模事業所に対する温室効果ガス排出総量削減義務と排

出量取引制度」の円滑な運用及び今後の制度改正に向けた参考とすること

○調査対象
・総量削減義務と排出量取引制度の対象事業所
（特定地球温暖化対策事業所）
・対象事業所以外で、一般管理口座を保有している事業者

○実施期間
2022年9月1日～9月30日

○回答方法
オンライン形式
※オンライン形式での回答ができない場合、Excel形式の調査票での回答も可

アンケート概要
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アンケート概要

○回収状況
配布数：1,223件（対象事業所 1,162件 対象事業所以外 61件）

回収数：797件（対象事業所 763件 対象事業所以外 34件）
回収率 ６５％

○主な調査項目
・取引全般に関する質問 （販売先や購入先の見つけ方等）
・取引の経験に関する質問 （取引実績、取引の障害等）
・義務履行に関する質問（義務達成見通し等）
・無効化に関する質問 （意向、目的等）
・電子化に関する質問 （システムログイン頻度、電子化してほしいこと等）
・説明会・ニュースレターに関する質問（説明会の開催方式・内容等）
・削減目標・クレジット活用に関する質問
・アンケート全般に関する質問
・対象事業所以外への質問（口座開設理由、価格決定方法等）
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「対象事業所」向けの質問
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第三計画期間の削減義務の達成見通し

貴事業所の第三計画期間の削減義務の達成の見通し 【単一回答】 （問5）

回答数：763 （対策事業所 全回答）

1 自らの削減対策のみで、バンキングを

活用せずに、十分に達成できる

59.9%

2 自らの削減対策のほか、バンキング

を活用して、達成できる

24.0%

3 自らの削減対策やバンキングの活用を

主とするが、不足分は他者のクレジットを

活用して達成する 10.2%

4 自らの削減対策では、削減量が

不足するため、主に他者のクレジット

を活用して達成する 5.9%

[Q5] 貴事業所の第三計画期間の削減義務の達成の見通し（一つ選択してください。）

約８割がバンキング
を含む「自らの削減
対策」により義務達
成すると回答
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貴事業所の第三計画期間の義務達成に向けたクレジットの確保方法【複数回答】（問7）

回答数：128

37.5

22.7

18.8

7.0

32.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グループ会社等他事業所のクレジットを無償で移転し、確保する

クレジットを販売している対象事業所を探して、相対取引をして確保する

仲介事業者に相談し、仲介事業者からクレジットを確保する

グループ会社等他事業所のクレジットを有償で移転し、確保する

未定

[Q7] 貴事業所の第三計画期間の義務達成に向けたクレジッ

トの確保方法（当てはまるものすべて選択してください。）

（問5 義務達成見通しで不足分は他者のクレジットを活用するを選択した方のみ必須回答）

第三計画期間の義務達成に向けたクレジットの確保方法

他社との取引
を実施予定
約４割

不足見込み事業所の回答
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購入予定のクレジットの種類

貴事業所で購入予定のクレジットの種類 【複数回答】（問8）

回答数：124

83.9

17.7

9.7

4.8

2.4

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

他事業所から超過削減量を購入

再エネクレジット（その他削減量）発行のためにグリーン電力証書を購入

他事業所から埼玉連携クレジットを購入

他事業所から再エネクレジット（環境価値換算）を購入

他事業所から都内中小クレジットを購入

他事業所から都外クレジットを購入

[Q8] 貴事業所で購入予定のクレジットの種類（当てはまるものすべて選択してください。）

（問5 義務達成見通しで不足分は他者のクレジットを活用するを選択した方のみ必須回答）

不足見込み事業所の回答
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第二計画期間で生じたクレジットの使用意向

回答数：758

5割以上が販売意向を
示す結果

貴事業所で第二計画期間に生じたクレジットの使用意向 【複数回答】（問10）
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貴事業所で第二計画期間に生じたクレジットの販売時期 【単一回答】（問11）

回答数：312

1 今年度（2022年度）

中に販売したい 1.6%
2 第三計画期間の整理期間前まで

（2025年3月末まで）に販売したい

21.5%

3 第三計画期間の実績確定後、

整理期間中（2025年4月～

2026年9月末）に販売したい

38.1%

4 未定 38.8%

[Q11] 貴事業所で第二計画期間に生じたクレジット（有効期限は第三計画期間末まで）の販売時

期（一つ選択してください。）第二計画期間で生じたクレジットの販売時期

（問10 第二期間に生じたクレジットの使用意向で、販売意向があると回答した方への必須回答）
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貴事業所で第三計画期間に生じた超過削減量（第三計画期間に創出し、有効期限が
第四計画期間のもの）の使用意向 【複数回答】（問６）

回答数：639

64.0

21.6

12.5

9.1

2.0

1.9

1.7

0.9

18.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第四計画期間へ全量バンキングし、第四計画期間の義務履行に使用

第四計画期間へ一部バンキングし、第四計画期間の義務履行にも使用

グループ会社等、他の対象事業所に第三計画期間中に無償で移転する

要請があれば第三計画期間中に超過削減量の一部または全量を販売したい

他の対象事業所に第三計画期間中に超過削減量の一部または全量を積極的に販売したい

仲介事業者に第三計画期間中に超過削減量の一部または全量を積極的に販売したい

第三計画期間中に無効化して、イベントやパンフレットの印刷等のオフセットをする

価格次第では第三計画期間中に販売しても良い

未定・その他

[Q6] 貴事業所で第三計画期間に生じた超過削減量（第三計画期間に創出し、有効期限が第四計画期間のもの）の

使用意向（当てはまるものすべて選択してください。）

（問5 義務達成見通しで自らの対策で履行できると回答した方のみ必須回答）

第三計画期間に生じた超過削減量の使用意向

今期超過削減量創出見込みの事業所の回答
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貴事業所の2021年度・2022年度（上半期）の温室効果ガス排出量の増減の傾向
（2020年度比） 【それぞれ単一回答】（問12）

回答数：763

回答数：7612.1

4.5

7.2

25.2

25.8

41.7

43.2

24.9

18.1

2.9

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021年度の排出量の傾向（2020年度比）

2022年度上半期の排出量の傾向（2020年度比）

[Q12] 貴事業所の2021年度・2022年度（上半期）の温室効果ガス排出量の増減の傾向（2020年度比）（それぞれ一つお

選びください。）（新型コロナウイルスの影響等も加味して回答ください）

著しく増加(2倍以上) 大幅に増加(1.6～1.9倍程度)

増加(1.3～1.5倍程度) 少し増加(1.1～1.2倍程度)

変わらない 2020年度と比較して少し減少(0.9～0.8倍程度)

2020年度と比較して減少(0.7倍以下 )

温室効果ガス排出量の増減の傾向
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「事業者」向けの質問
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取引を実施する際に何を重視しますか 【単一回答】（問13）

取引を実施する際に重視する項目

回答数：546

1 クレジットの価格が安いこと

28.9%

2 グループ企業内等で（無償又は

安価に）調達できること 15.9%

3 クレジットの種類 2.2%

4 会計処理等手続き

が容易であること

15.3%

5 その他 7.3%

[Q13] 取引を実施する際に何を重視しますか（一つ選択してください。）

(n=330)
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クレジットの購入・販売時の取引価格を決定する際に重視する情報 【複数回答】（問14）

回答数：555

82.2

38.6

37.3

8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

東京都が公表するクレジットの査定価格や申告価格

仲介事業者から入手する取引価格の情報

グリーンエネルギー証書など他の制度のクレジットの価格

その他

[Q14] クレジットの購入・販売時の取引価格を決定する際に重視する情報（当てはまるものすべて選択してください。）

取引価格を決定する際に重視する情報
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クレジットの販売先または購入先の見つけ方 【複数回答】（問15）

回答数：553

41.4

40.5

36.3

32.2

26.2

21.0

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

同一法人やグループ企業など資本関係のある事業者に声をかける

業務等で付き合いのある事業者に声をかける

総量削減義務と排出量取引システムの見積受付登録事業者照会を活用する

民間のクレジット仲介事業者を利用する

公開情報ページに掲載されている指定（特定）地球温暖化対策事業所

及び口座開設者の情報を活用する

グリーン電力証書の発行事業者を利用する

上記以外の取引相手を見つけるための手段

[Q15] クレジットの販売先または購入先の見つけ方（当てはま

るものすべて選択してください。）
取引相手の見つけ方
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排出量取引を実施する際の障害 【複数回答】（問21）

回答数：555

38.2

29.0

19.5

16.6

11.2

8.8

41.6

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

適正な取引価格が分からない

契約書の作成や社内決裁等の手続の負担が大きい

会計・税務の処理方法が分からない

取引相手の探し方が分からない

探してはいるが、取引相手が見つからない

特に障害はない

排出量取引を行ったことがないため、分からない

その他

[Q21] 排出量取引を実施する際の障害（当てはまるものす

べて選択してください。）

排出量取引を実施する際の障害
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排出量取引の取引相手を見つけるために、東京都にどのような取組を期待しますか
【複数回答】（問22）

回答数：552

66.3

36.2

30.8

6.2

11.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

東京都環境局のホームページ上に仲介業等、クレジットの購入・販売を

取り扱う事業者の掲載を増やしてほしい

説明会やマッチングセミナーを対面/オンラインで開催してほしい

見積受付登録事業者照会の登録者の増加を促してほしい

説明会やマッチングセミナーにて、クレジットの購入・販売について、

プレゼン（登壇）させてほしい

その他

[Q22] 排出量取引の取引相手を見つけるために、東京都にどのような取組を期待しますか（当てはまるものすべて選択してく

ださい。）

取引相手を見つけるために東京都に期待すること
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保有するクレジットの無効化への意向について教えてください 【単一回答】（問16）

回答数：556

1 無効化を申請したい

3.1%

2 社内で検討をしたことはあるが、

申請までは至っていない 7.6%

3 無効化を申請する予定はない

35.3%

4 わからない

54.1%

[Q16] 保有するクレジットの無効化への意向について教えてく

ださい（一つ選択してください。）

無効化の意向
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回答されているご担当者様は、これまでに下記選択肢に記載した排出量取引に
関係する手続きを経験していますか 【複数回答】（問19）

回答数：556

49.1

17.3

17.3

11.5

9.2

7.2

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般管理口座を開設しているが、排出量取引の手続きを行ったことはない

クレジットの発行手続きを行ったことがある

クレジットの振替手続き（無償）を行ったことがある

一般管理口座を開設しておらず、排出量取引の手続きを行ったことはない

クレジットの振替手続き（有償）を行ったことがある

無効化手続きを行ったことがある

その他

[Q19] 回答されているご担当者様は、これまでに下記選択肢

に記載した排出量取引に関係する手続きを経験していますか

（当てはまるものすべて選択してください。）

排出量取引の手続きの経験
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東京都が管理する「総量削減義務と排出量取引システム」にログインしたことがありますか
【単一回答】（問23）

回答数：567

1 ある 80.1%

2 ない 19.9%

[Q23] 東京都が管理する「総量削減義務と排出量取引シス

テム」にログインしたことがありますか（一つ選択してくださ

い。）

「総量削減義務と排出量取引システム」へのログイン有無
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東京都 総量削減義務と排出量取引の手続きの簡素化に当たって、特に必要と思うもの
をお答えください 【複数回答】（問25）

回答数：557

76.8

65.4

47.8

31.4

23.2

3.2

10.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

各種紙申請に係る代表者印の省略

紙による申請の電子化

東京都 総量削減義務と排出量取引システム上の連絡先担当者の変更を自ら

システム上で変更できる機能

クレジット販売希望事業者及びクレジット購入希望事業者の情報の充実

東京都 総量削減義務と排出量取引システム上のメッセージ交換の利便性向上

その他

特に必要と思うものはない

[Q25] 東京都 総量削減義務と排出量取引システムの電子化

等（手続きの簡素化の観点）に特に必要と思うものをお答えく

ださい（当てはまるものすべて選択してください。）

手続きの簡素化に当たって必要と思うもの
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各種紙による申請を電子化する場合、どのようなやり方が望ましいですか
【複数回答】（問27）

回答数：557

57.3

46.5

31.1

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

申請書データを「総量削減義務と排出量取引システム」

を介して東京都に提出（システム上でアップロード）

申請書データを電子メールで東京都に提出

申請書の情報について、「総量削減義務と排出量取引

システム」上で、直接必要事項を入力し、東京都へ提出

その他

[Q27] 各種紙による申請を電子化する場合、どのようなやり方が望ましいですか（当てはまるものすべて選択してください。）

電子化について
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貴社・貴団体は中長期の温室効果ガス排出削減目標を定めていますか
【単一回答】（問32）

回答数：522

1 目標を持っている

42.9%

2 目標を今後策定する予定

30.8%

3 目標を持っていない

26.2%

[Q32] 貴社・貴団体は中長期の温室効果ガス排出削減目

標を定めていますか（一つ選択してください。） （例：

2030年までに2000年比でカーボンハーフ（50%削減））

7割以上が目標を
設定済または
設定予定

中長期の温室効果ガス排出削減目標
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貴社・貴団体は、自らの温室効果ガス排出削減目標の達成や本制度以外の温室効果ガ
ス排出削減目標の報告などのために、クレジット等を活用した経験や今後活用する予定は
ありますか 【複数回答】（問34）

回答数：556

45.3

30.4

25.2

14.2

2.2

2.2

12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クレジット等を活用する予定はない

非化石証書（FIT非化石証書、

非FIT非化石証書（再エネ指定あり・なし））

グリーン電力証書／グリーン熱証書

Ｊクレジット（再エネ、省エネ、森林）

民間セクターが運営するオフセットクレジット

（VCS、Gold Standard等）

JCM

その他

[Q34] 貴社・貴団体は、自らの温室効果ガス排出削減目標の達成や本制度以外の温室効果ガス排出削減目標の報告などのた

めに、クレジット等を活用した経験や今後活用する予定はありますか（当てはまるものすべて選択してください。）クレジット等を活用した経験や今後活用する予定
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貴社・貴団体はCDP気候変動質問書に回答していますか 【単一回答】（問41）

回答数：544

1 回答し、開示している

17.8%

2 回答しているが、

開示していない

3.7%

3 回答していない

78.5%

[Q41] 貴社・貴団体はCDP気候変動質問書に回答していま

すか（一つ選択してください。）

CDP気候変動質問書への回答
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1 対面なら参加したい

15.5%

2 オンラインなら参加したい

34.2%

3 ホームページに資料や動画が

掲載されていれば、対面やオンラ

インでの説明会は必要ない

30.6%

4 参加したことがない／

参加は希望しない

19.7%

[Q28] 排出量取引の説明会の開催方法について（一つ選

択してください。）排出量取引の説明会の開催方法について 【単一回答】（問28）

回答数：568

説明会の開催方法について
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毎月、東京都からニュースレター（電子メール）を配信していることについて
【単一回答】（問30）

回答数：559

1 大変参考になって

いる 4.3%

2 参考になっている

59.6%
3 参考にならない 7.5%

4 受け取ったことがない

23.1%

5 その他 5.5%

[Q30] 毎月、東京都からニュースレター（電子メール）を配

信していることについて（一つ選択してください。）

都からの情報発信メールについて
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今後の参考とするため、本アンケート調査の形式についてご回答ください
【単一回答】（問43）

回答数：558

1 オンライン形式の

アンケートが良い

57.9%

2 紙でもオンライン形式

でもどちらでもよい

15.6%

3 紙アンケートが良い

1.6%

4 WordやExcel様式で

のアンケートを電子メール

で回答する方が良い

17.9%

5 その他 7.0%

[Q43] 今後の参考とするため、本アンケート調査についてご

回答ください

本アンケートの調査形式
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「総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口」では、
排出量取引に関する相談をお受けしています。

相談窓口にお気軽にご相談ください！！

＜総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口＞

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

東京都庁第二本庁舎２０ 階南側

受付時間：平日9時～17時45分まで

TEL： 03-5388-3438

Email
取引制度に関するご質問 : torihiki@ml.metro.tokyo.jp
制度全般に関係するご質問 ：ondanka31@kankyo.metro.tokyo.jp


